
■問合せ先　市民活動支援課　市民活動支援担当　☎�055（262）4111

笛吹市男女共同参画推進委員会

　2011年の１年を振り返り、市が市政全般や市内の主だった出来事をまとめたものに“笛吹市の10（重）

大ニュース”があります。そこには、「笛吹市男女共同参画推進条例の制定」も取り上げられています。

　この条例は、私たち男女共同参画推進委員会が、平成20年７月に市に提出した条例案が基になって

いて、市として初の市民提案型の条例として制定されました。

　それを受けて、今回は、笛吹市男女共同参画推進条例を制定した理由（前文）と男女共同参画を推

進するための基本理念（第３条）をご紹介します。

　市では、女性の自立と地位向上を図り、男女共同参画を推進する

ため、様々な施策を長期的、総合的に進めています。

　しかし、社会全体では、まだ性別による固定的な役割分担意識や、

それに基づく制度・慣習などが依然として残っています。

　そのため、市民が豊かで安心安全な生活を営み、市民だれもが相

互に認め合い、住みやすく、子どもたちに輝く未来を託すことがで

きる市を築くことを目指すため、条例が制定されました。

順次、条例に
ついてご紹介
していきます。

　男女が性別による差別的な取扱いを受けるこ
とがないよう、男女の個人としての人権を尊重
しましょう

　性別による固定的な役割分担意識やそれに基
づく社会慣行を解消し、男女が自分の意思で自
由に活動を選択できるようにしましょう

　男女が市の政策や企業・団体などの方針の立案・
決定の場に共同して参画できるようにしましょ
う

　男女が互いの協力と社会支援のもとに、子ど
もの養育や家族の介護などの家庭生活や社会生
活における活動に、対等に参画しましょう

　男女が互いの性に関する理解を深め、性に関する
個人の意識や、妊娠、出産など女性の生涯にわたる
性と生殖に関する健康と権利を尊重しましょう

　性的嫌がらせ（セクシュアル・ハラスメント）、
配偶者等への暴力（ドメスティック・バイオレンス）
などの男女間における暴力的行為を根絶しましょう

　他の国々や国際機関と協調しながら、男女共
同参画を推進しましょう

水神と書かれた石を投げ水防を祈願する
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